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審 議 経 過（１）
会 長 ただ今より、平成２１年度第２回目の川西市国民健康保険運営協議会を開催

いたします。

本日は、大変お忙しいところご出席いただきまして、誠にありがとうござ

います。

開催にあたりまして、副市長よりあいさつをお受けいたします。

本日は第２回目の国民健康保険運営協議会を開催していただきありがとうご

ざいます。委員の皆様におかれましては、運営協議会の運営あるいは市行政の

。 、各部門にわたってご協力を賜り厚く御礼申し上げます 今年は異常気象が続き

先週には台風が近づいてきて、結局進路がそれてだいじには至らなかった。春

からはインフルインザの問題もあり、市としても蔓延防止に全力を注ぎこんで

行きたい。また、ワクチンの接種について詳しい情報がわかれば皆様方にお知

らせしたい。市としても気になるのは民主党のマニフェストで「被用者保険と

国民健康保険を段階的に統合し、将来、地域保険として一元的運用を図る」と

ある、市としては一刻も早くどういった保険制度にしていくか、地域に混乱を

招かないようにもっていっていただきたいと考えております。今日は種々の説

明をさせていただき、今後の会議の予定もあわせてお話をしたい。

ありがとうございます。

本日は、藤原委員が欠席されています。

本日の会議録の署名委員の選出ですが、私から指名したいと思いますが、ご異

議ございませんか。

＜異議なしの声あり＞

それでは、頭司委員と水和委員を署名委員に指名いたしますのでよろしくお願

いいたします。

議題に基づき進行させていただきます。

「 」 。協議事項第１ 平成２２年度川西市国民健康保険税について を議題とします

それでは、内容について、事務局より説明をお願いします。

事務局 １頁をお開き下さい。

この表は、２０年度税率改定時と、２０年度決算終了後の収支の状況を表し

たものです。 表の見方について、説明いたします。

上から順に、収入、支出、収支の表です。

表ごとに、左から、項目、税率設定時の２０年度決算見込①、２１年度決算

見込②、合計③、２０年度決算後の２０年度決算④、２１年度決算見込⑤、合

計⑥、差引です。

一番下の表の計の欄をご覧ください。

税率算定時には、２１年度決算見込マイナス４１５，０００円で、ほぼ収支

均衡と見込んでおりました。

しかし、２０年度決算終了後に、２１年度決算見込を推計しますと、表の通り

３億２，９０１万９千円の赤字と見込まれます。

理由は、保険税収納率の低下、特別調整交付金の減額、前期高齢者調整交付
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金が見込より下がった事等が考えられます。

次に、２頁をお開き下さい。

この表は、現行の税率を続けた場合の収支の状況です。

先程、２１年度末収支見込みが、マイナス３億２，９０１万９千円と申し上

げましたが、その数値が２１年度見込の最下欄の数値です。

２２年度以降、６億４千万、９億２千万、１３億１千万、１８億、

２４億２千万と増えて行きます。

次に、３頁をお開き下さい。

平成２２年度川西市国民健康保険税率（案）であります。

表の見方は、左側に平成２１年度税率として、上から医療給付費分、後期高

齢者支援分、介護納付金分、合計であります。

、 。これは ２２年度の見込被保険者数に現行税率で試算したものでございます

表右側が２２年度税率改正案です。

新税率は、医療給付費分について、所得割５．９７％、均等割２６，０００

円、平等割 ２０，７００円、限度額４７万円です。

後期高齢者支援分として、所得割２．２０％、均等割８，８００円、平等割

７，０００円、限度額１２万円です。

次に、介護納付金分は、所得割２．３０％、均等割９，３００円、平等割

５，０００円 限度額１０万円です。

全体としてのアップ率は、軽減後調定総額比で６．９２％であります。

なお、新税率は、いずれも所得割が５０％、均等割が３５％、平等割が

１５％で按分したものであり、今後２年間を想定した設定としております。

４頁に移ります。

「医療給付費分の費用額及び収入額の内訳について」であります。

これは、３頁で説明しました平成２２年度の医療給付費分税率算定のための

保険税でまかなう費用を算定したものであります。

支出は２２．２３年度分として保険給付費を初めとして支出合計を

２２９億８，９３８万６千円と推計しております。

主な項目について、ご説明申し上げます。

保険給付費は、恐れ入りますが、次の５頁を参照願います。２２．２３年度医

療給付費の見込であります。表の見方を説明します。

左の一番上の被保険者数、これは、たびたび資料が飛んで申し訳ございませ

んが、７頁の被保険者数見込より推計しております。

平成２１年７月末実績をもとに、２２年度、２３年度の平均被保数を推計し

ております。表最下欄の２行の一般計４０，３６０人、４０，２７０人が２２

年度、２３年度被保険者数見込でございます。

５頁に戻りまして、次に、療養給付費（患者さんが医療機関機関で支払う３

割自己負担以外の国保から直接医療機関に支払う費用 、療養費（補装具や柔）

）、道整復の施術など主には患者さんが一旦支払った医療費に対する保険給付費
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高額療養費（患者さんが医療機関へ支払った額の内一定基準以上の医療費につ

）、 、 、 。いて償還する費用 出産育児一時金 葬祭費 を年度別に積算したものです

医療給付費は、１人当り額の上昇率を３％で積算しています。

①＋②の合計２００億５，０４７万円が、４頁に戻りまして、保険給付費の

額となります。共同事業拠出金は、従来からの継続事業で、県内国保保険者間

の財政均衡化を図っていこうとする制度です。

次に、２１年度末赤字見込額３億２，９０１万９千円は今回の税率改定から

除いております。

２１年度末赤字見込額を除いた理由でございますが、先程１頁の赤字になっ

た理由でご説明いたしましたとおり、保険税収納率の低下、特別調整交付金の

減額、前期高齢者調整交付金が見込より下がったこと等が赤字の原因であるた

めです。この赤字額の解消につきましては６頁の赤字解消計画にもとづき市の

努力で解消すべきと考えております。

この計画は、平成２２年度から２４年度の３カ年で解消しようと計画してお

ります。

具体的には、収納体制の強化による収納率の１．５％向上により

１億７，８７８万２千円、補助金増額により１億８千万円の解消を計画してお

ります。４頁に戻りまして、一方、支出に対する療養給付費等負担金以下その

他収入までの収入合計として、１７９億１，５４６万７千円と推計しておりま

す。主な項目について、ご説明申し上げます。

療養給付費等負担金は、保険給付費から前期調整交付金等を差し引いた３４

％分が国庫より支出される負担金です。前期高齢者調整交付金は、保険者間の

前期高齢者偏在による負担の不均衡を調整するための交付金で、国保は高齢者

の加入率が高いため、交付金を受け取ります。

共同事業交付金は、歳出の共同事業拠出金と同じく、県内の保険者間の財政

均衡化を図るための交付金です。

法定内繰入金は、低所得者に対する法定軽減や、人件費等に対する一般会計

よりの繰入金です。

従いまして、収入と支出の差の③５０億７，３９１万９千円を保険税として

頂く額となりますが、過年度収入を引けば⑤の額となり、３頁の税率からは⑥

の額となり、差額⑦の３４２万７千円は誤差の範疇と考えております。

５、６、７頁は先に説明いたしましたので、８頁をご覧ください。

後期高齢者支援金分の費用額及び収入額の内訳についてであります。

これも、４頁の内訳と同じように、後期高齢者支援金分税率算定のための保

険税で賄うべき額を算定したものです。

支出は、２２・２３年度分として後期高齢者支援金と、後期高齢者支援金にか

かる事務費拠出金の合計で、３８億９，１１６万４千円と推計しております。

一方、支出に対する後期高齢者支援金負担金から、保険基盤安定繰入金まで

で、収入合計２２億３，３０７万５千円と推計しています。
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従いまして、収入と支出の差の③１６億５，８０８万９千円を保険税として

頂く額となりますが、過年度収入を引けば⑤の額となり、３頁の税率からは⑥

の額となり、差額の⑦２４７万７千円は誤差の範疇と考えております。

９頁に移ります。

介護納付金分の費用額及び収入額の内訳についてであります。

これも、４頁の内訳と同じように、介護納付金分税率算定のための保険税で

賄うべき額を算定したものです。

支出は、介護納付金で１３億３，０２７万円と推計しております。

一方支出に対する介護納付金負担金から保険基盤安定繰入金までの合計を７

億４，４３３万８千円と推計しております。

従いまして、収入と支出の差の③５億８，５９３万１千円を保険税として頂

く額となりますが、過年度収入を引けば⑤の額となり、３頁の税率からは⑥の

額となり、差額の⑦マイナス７９８万７千円は誤差の範疇と考えております。

１０頁をお開き下さい。

平成２１年度近隣市の保険税（料）率比較表です。

各市の医療分、後期分、介護分、合計の税（料）率、年金・給与標準世帯の

税（料）額を表しております。

なお、本市と伊丹市、宝塚市、三田市につきましては税方式を採用しており

ますので、本市と同様の事務手順を追っておりますが、それ以外の市は、料方

式でありますので、所得割、均等割、平等割の按分率及び最高限度額の条例規

定を行ない、６月以降に料率決定の告示を市長権限で行なうこととなります。

従いまして、他市の詳細につきましては情報を交換できていないのが実情で

あります。２１年度においては、阪神７市で５～６番目ぐらいで、２２年度改

定案で３～５番目程度と考えられますが、他市も改定すれば、もう少し下がる

ると考えられます。

１１頁以降は、所得段階別、世帯人数別の負担額調べであります。

１１頁が年金収入、１２頁が給与収入で、２１年度現行と２２年度改定案で

試算したものです。

表の見方は共通で、左から右に収入、所得金額、医療給付費分、介護納付金

分、後期高齢者支援金分、合計のそれぞれ平成２１年度と平成２２年度の負担

額、影響額であります。

例えば、１１頁の一番下の表４で、年金収入３００万円で２人世帯の場合、

２１年度税額が２６７，３００円で２２年度は２８２，５００円となり１５，

２００円、５．７％アップとなります。

以上が、平成２２年度国民健康保険税改定の説明とさせていただきます。

よろしくご協議いただきますようお願いいたします。

会 長 説明は終わりました。ただ今の説明について、何かご質問、ご意見等はござい

ませんか。

委 員 資料２頁の中で黒字となっているが、下段に実質収支が 千円となって188,022
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いるが何故でしょうか。

事務局 平成２０年度決算上名目は 千円の黒字になっていますが、国保の場44,433

合、翌年度に精算をしますので、実質の収支は△ 千円となります。188,022

委 員 医療費が３％ずつ伸びれば、毎年３億の赤字が出るのか。

部 長 今の景気低迷の経済情勢の中で、国保の加入者は高齢者の割合が高い、定年

後は収入がのびない。収入が伸びれば所得割の税率を抑制する効果がある。

委 員 １頁の介護収支が 千円の黒字になっているのか。どういう事情による63,035

もなのか。

事務局 前回の税率の試算で介護納付金が下がったものである。

頁の近隣の保険税率の表をみると、川西市は介護納付金が少し高いように10

委 員 思えるが、川西市の特別な事情によるものか。

事務局 前回の税率改定時に ％で設定したものである。2.4

委 員 収納率が低下しているのは、経済的な理由と思われるが。

保険収納課長 収納率の高い 歳以上の方が後期に移行したことにより、平成 年度は収75 20

納率は下がりました。

保険収納課は国民健康保険、介護保険、後期高齢者の３つをかかえておりま

す。後期に関しては、新制度による混乱がでて、それに振り回されれていまし

た 。。

部 長 ちなみに、後期の対象となった７５歳の収納率は ％でありました。98

委 員 このままではお先真っ暗である。民主党のマニフェストでは 年後を目途に後2

期高齢者を廃止するとうたっている。すると２２年度はともかくとして、それ

以降についてはどうでしょうか。

副市長 新聞等では後期を２３年度で廃止と書いてありますが、どこからもその話を聞

いてない。具体的なことは見えてこない。不透明である

委 員 保険の赤字を埋めるためには、保険料を上げなければ、すぐに、収納率がよく

なると思えませんが。

部 長 前回の会議の時にもご説明させてもらっていますが、昭和３６年当時と平成

１８年では就業構造も大きく変わっています。市としては、国保は社会保険等

に比べて基盤が脆弱であり保険を一元化されるよう全国市長会を通じて働きか

けていきたい。

委 員 資料６頁にある収納率向上の具体策はあるのか。

事務局 平成２１年度には滞納対策課が作られ、２２年以降も保険収納課の増員及び

その強化があげられます。結果はまだ出ていませんが、引き続き努力していき

たい。

副市長 ２１年度からは、コンビニ収納もできるようになっています。

会 長 ちなみに、収納率は？

事務局 平成２０年度は ％で１９年度は ％です。89.68 92.66

委 員 後期医療者制度は年金から天引きなので、収納率は ％にならないのか。100

事務局 年度途中で制度の変更がありまして、希望により年金からの天引きか口座振替
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の選択になっています。年金からの天引きができない方には納付書で納めてい

ただいています。

委 員 保険税を払えない人からも、もぎとるようにして、徴収していくのか。その

へんの意気込みは？

部 長 社会保障制度の一環となっておりまして、保険証を取り上げることはしてお

りません。払いたくても払えない人、払えるのに払わない人の区分けをしてい

かなければなりません。平成 年からはそれまで手付かずであった対象者に17

メスを入れ、個別に状況を聴いた上で特別の事情のある方には一定の支払いの

、 。猶予 分納とかその辺のけじめをつけていくことが肝要かなと考えております

会 長 差し押さえ件数は？

16 17 190 18 316 19 210保険収納課長 平成 年からはじめまして、 年は 件、 年は 件、 年は

件、 年は 件であります。交付要求も毎年 件以上となっています。20 124 200

委 員 国保の加入者は増えているのか

、 。 、事務局 高齢者は増えていきますが 若年層は減る傾向にある 人数は増えないので

ここ数年はほとんど増えないのではないか。

なお、２２年度以降の見込みについては、過剰に交付金を受けないものとし

て試算しています。

会 長 その他でありますが皆様何かありますでしょうか。事務局何かありますでし

ょうか。

事務局より、説明をお願いします。

事務局 《次回第３回運営協議会１０月２２日（木）の案内説明》

会 長 それでは、これをもちまして、本日の協議会を終了させていただきます。

お忙しいところ、どうもありがとうございました。

14:35閉会

※資料については、市政情報コーナーに備え付けています。


